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教
育
条
件
整
備
法
制
研
究
の
方
法
論
的
課
題

教
育
法
学
に
お
け
る
制
度
論
の
構
築
に
向
け
て
ー
（
2
）

課
題
の
設
定

「
第
一
の
教
育
法
関
係
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開

制
度
研
究
の
視
角
と
方
法
の
枠
組
み

ー
　
教
育
行
政
学
に
お
け
る
制
度
研
究
論

2
　
規
範
論
的
制
度
研
究
論
　
壬
教
育
法
解
釈
学
の
視
角
三

　
　
（
以
上
、
第
二
六
巻
第
二
号
）

3
　
認
識
論
的
制
度
研
究
論
　
壬
教
育
法
社
会
学
の
視
角
三

過
程
論
的
法
制
研
究
の
構
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

1
　
一
般
法
学
に
お
け
る
法
政
策
論

2
　
行
政
学
に
お
け
る
「
新
し
い
制
度
論
」

3
　
過
程
分
析
の
視
点

む
す
び
に
・
か
え
て

　
　
（
以
上
、
本
号
）

本
稿
は
第
一
ニ
ハ
巻
第
二
号
所
収
論
文
の
後
編
に
あ
た
る
も

の
で
あ
る
。
前
編
で
は
教
育
諸
科
学
に
お
け
る
制
度
論
の
方

中
　
　
　
田

康
　
　
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

法
を
、
黒
崎
動
と
兼
子
仁
の
議
論
を
中
心
に
検
討
し
た
。
本

稿
は
教
育
諸
科
学
か
ら
離
れ
、
一
般
法
学
、
一
般
行
政
学
に

お
け
る
制
度
論
の
視
点
を
分
析
し
、
教
育
法
学
へ
の
転
用
の

可
能
性
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

3
　
認
識
論
的
制
度
研
究
論
　
｛
教
育
法
社
会
学
の
視
角
5

　
教
育
法
学
の
研
究
方
法
に
は
、
法
解
釈
学
と
法
社
会
学
と
い
う
、

法
学
に
お
け
る
伝
統
的
な
二
分
法
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
兼

子
仁
の
『
教
育
法
学
と
教
育
裁
判
』
や
『
教
育
法
［
新
版
］
』
、
日

本
教
育
法
学
会
編
『
講
座
教
育
法
』
第
一
巻
で
、
教
育
法
学
の
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

系
化
が
行
わ
れ
た
初
期
か
ら
続
い
て
い
る
形
態
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

　
一
九
八
O
年
代
初
期
、
今
橋
盛
勝
は
教
育
法
学
の
規
範
論
的
法

解
釈
学
へ
の
傾
斜
を
警
戒
し
、
法
現
実
の
動
態
認
識
に
解
釈
の
基
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（127）　教育条件整備法制研究の方法論的課題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

礎
を
お
く
教
育
法
社
会
学
的
視
角
の
重
要
性
を
提
示
し
た
。
今
橋

教
育
法
社
会
学
の
意
義
は
、
教
育
法
社
会
学
の
課
題
と
方
法
を
よ

り
明
示
的
に
提
出
し
た
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
教
育
法
現
象
の
中
か

ら
人
々
の
教
育
法
意
識
を
ど
う
つ
■
か
み
だ
す
－
か
と
い
う
こ
と
に
最

大
の
課
題
を
設
定
し
、
人
々
の
事
実
認
識
を
正
確
に
す
く
い
と
る

こ
と
を
課
題
と
す
る
、
認
識
論
的
法
制
論
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
。
今
橋
は
学
校
統
廃
合
反
対
運
動
に
お
い
て
住
民
の
教

育
要
求
が
結
集
し
、
組
織
化
さ
れ
、
制
度
化
さ
れ
る
過
程
を
住
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
教
育
法
意
識
の
動
態
分
析
と
し
て
描
く
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

こ
う
し
た
法
意
識
に
主
眼
を
お
い
た
法
社
会
学
の
ス
タ
イ
ル
は
川

島
武
宜
以
来
日
本
の
法
社
会
学
が
継
承
し
て
き
た
伝
統
的
な
ス
タ

　
　
　
　
　
〔
5
〕

イ
ル
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
橋
の
法
社
会
学
的
分
析
は
そ
の
後
、

体
罰
を
め
ぐ
る
実
態
と
意
識
の
分
析
と
し
て
引
き
継
が
れ
つ
つ
も

動
態
分
析
と
し
て
の
性
格
は
次
第
に
失
わ
れ
、
全
体
と
し
て
は
教

育
法
関
係
の
定
式
化
と
い
う
権
利
論
の
作
業
へ
転
換
し
て
い
く
。

　
学
校
統
廃
合
の
分
析
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
教
師
、
父
母
、
子

ど
も
、
住
民
と
い
っ
た
教
育
関
係
主
体
の
下
か
ら
の
教
育
要
求
の

組
織
化
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
が
条
件
整
備
法
制
研
究
の
重
要
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
〕

課
題
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
学
校
統
廃
合
と
い
う
事
件

そ
れ
自
体
時
問
的
系
列
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
分
析
は
必
然

的
に
過
程
分
析
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
教
育
要
求
の
組
織
化
は
真
空
状
態
か
ら
発
生
す
る
の
で

は
な
い
。
教
育
要
求
の
組
織
化
が
上
か
ら
ふ
っ
て
く
る
政
策
へ
の

運
動
と
い
う
典
型
的
な
対
抗
図
式
を
常
に
と
る
と
は
限
ら
な
い
に

せ
よ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
あ
る
政
策
理
念
を
実
現
（
H
制

度
化
）
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
対
す
る
反
射
と
し
て
生
じ
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
制
度
化
を
通
し
て
政
策

が
具
体
化
さ
れ
て
い
く
過
程
で
異
な
る
教
育
要
求
が
ど
の
よ
う
に

制
度
と
し
て
反
映
し
て
い
く
の
か
、
政
策
と
の
関
係
で
見
て
い
く

必
要
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
法
過
程
に
注
目
す
る
視
点
が
法
社
会
学
に
存
在
し
な
か
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
有
名
な
「
小
繋
事
件
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
紛
争

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
〕

処
理
過
程
の
法
社
会
学
的
研
究
は
蓄
積
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ

は
紛
争
処
理
に
お
い
て
は
対
立
関
係
の
中
で
当
事
者
の
法
意
識
の

動
態
が
鮮
明
に
浮
か
び
あ
が
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
教
育
法
社
会
学

が
ま
ず
も
っ
て
学
校
統
廃
合
反
対
運
動
を
素
材
と
し
て
構
築
さ
れ

た
の
も
ゆ
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

　
し
か
し
法
過
程
の
分
析
対
象
は
紛
争
処
理
過
程
に
集
中
し
す
ぎ

て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
日
常
的
な
教
育
行
政
、
す
な
わ
ち

政
策
の
形
成
・
執
行
過
程
の
法
社
会
学
的
分
析
の
蓄
積
は
少
な
か
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っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
分
析
対
象
の
傾
斜
は
、
法
社

会
学
の
方
法
論
の
中
に
、
政
治
学
の
政
策
過
程
分
析
で
い
う
イ
シ

ュ
ー
ナ
プ
ロ
ー
チ
と
共
通
す
る
弱
点
－
対
立
の
争
点
と
な
っ
た
政

策
の
決
定
過
程
色
対
象
と
す
る
た
め
、
い
わ
ぱ
非
日
常
的
な
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
〕

過
程
の
研
究
に
偏
る
と
い
う
傾
向
－
を
内
包
さ
せ
る
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
法
過
程
は
異
な
る
立
場
に
あ
る
人
々
の
法
意
識
が
す
り
あ
わ
せ

ら
れ
る
過
程
で
あ
み
。
そ
こ
で
は
激
し
い
紛
争
状
況
の
レ
ベ
ル
に

至
ら
な
い
ま
で
も
、
合
意
形
成
に
向
け
た
努
カ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
看
過
し
て
よ
い
は
ず
が
な
い
。
と
す

れ
ぱ
日
常
的
な
政
策
形
成
・
執
行
過
程
－
そ
れ
は
制
度
形
成
・
運

用
過
程
で
も
あ
る
－
に
お
け
る
法
意
識
の
分
析
と
そ
の
組
織
化
の

方
法
の
検
討
が
課
題
と
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

w
　
過
程
論
的
法
制
研
究
の
構
想

1
　
一
般
法
学
に
お
け
る
法
政
策
論

　
一
般
法
学
に
お
い
て
立
法
政
策
論
は
「
『
立
法
論
』
の
儘
子

（
9
〕

扱
い
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
法
解
釈
論
の
従
属
的
位
置
づ
け
が

な
さ
れ
て
き
た
。
小
林
直
樹
に
よ
れ
ぱ
、
法
政
策
論
は
制
度
改
革

や
新
し
い
制
度
や
規
範
の
設
定
が
主
た
る
任
務
で
あ
り
、
法
解
釈

論
に
お
け
る
価
値
判
断
の
作
業
が
静
態
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
法

政
策
論
は
よ
り
創
造
的
・
能
動
的
作
業
で
あ
る
。
ま
た
法
社
会
学

が
法
現
象
を
社
会
事
実
と
し
て
客
観
的
に
観
察
・
分
析
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
政
策
学
・
論
は
実
践
的
意
思
決

定
と
そ
の
体
系
的
な
設
計
・
実
現
の
方
策
を
考
察
す
る
こ
と
が
本

来
の
領
域
で
あ
り
、
法
の
基
本
価
値
を
実
現
し
て
い
く
上
で
の
基

本
原
理
の
発
見
、
よ
り
適
合
的
な
制
度
の
設
計
に
寄
与
で
き
る
。

法
社
会
学
が
実
践
的
政
策
的
提
言
を
行
う
基
礎
と
な
る
に
せ
よ
、

認
識
の
理
論
と
政
策
の
理
論
は
区
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う

　
　
（
1
0
〕

の
で
あ
る
。

　
法
政
策
論
の
独
自
性
に
つ
い
て
の
右
の
見
解
は
肯
定
さ
れ
る
と

し
て
も
、
法
政
策
論
に
お
い
て
法
制
は
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る

の
か
。
立
法
政
策
論
と
制
度
論
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
い

う
べ
き
か
。

　
小
林
は
政
策
研
究
と
制
度
研
究
と
を
同
一
視
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
立
法
政
策
論
と
立
法
過
程
論
を
区
別
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
そ
の
差
異
に
つ
い
て
の
明
確
な
記
述
は
な
い
が
、
い
う
な
れ

ば
段
階
の
違
い
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
立
法
過
程
論
を
合
む
広
義
の

立
法
政
策
論
が
め
ざ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
法
解
釈
、
立
法
過
程
、
執
行
過
程
の
総
合
と
い
う
観
点
を
よ
り
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明
確
に
う
ち
だ
し
て
い
る
の
が
阿
部
泰
隆
で
あ
る
。
阿
部
は
法
解

釈
論
の
基
本
を
わ
き
ま
え
つ
つ
法
制
度
の
根
本
ま
で
遡
っ
て
、
法

制
度
の
設
計
に
あ
た
る
こ
と
が
重
要
だ
と
し
て
、
「
法
制
度
の
シ

ス
テ
ム
全
般
の
構
造
を
把
握
し
、
そ
の
運
用
の
実
態
と
立
法
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

を
に
ら
ん
で
行
」
う
政
策
法
学
を
提
唱
し
て
い
る
。
阿
部
は
「
政

策
と
法
制
度
の
設
計
と
は
上
下
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
〕

互
交
流
の
依
存
関
係
に
あ
る
」
と
し
、
「
政
策
」
と
「
法
制
度
の

設
計
」
を
一
応
区
分
し
て
い
る
。
そ
し
て
法
制
度
設
計
に
必
要
な

視
点
と
し
て
①
政
策
目
的
の
公
共
性
（
公
益
性
）
、
②
合
理
性

（
他
政
策
と
の
整
合
性
、
実
現
可
能
性
）
、
③
行
政
手
法
の
効
果

（
費
用
便
益
分
析
）
、
④
時
問
と
費
用
、
⑤
継
続
的
ア
セ
ス
メ
ン
ト

と
柔
軟
な
方
向
転
換
の
シ
ス
テ
ム
、
⑥
民
主
性
、
透
明
性
（
悉
意

の
排
除
）
、
⑦
効
率
性
、
⑧
運
用
上
の
公
平
性
、
⑨
少
数
者
保
護

の
優
先
順
位
（
人
権
保
障
）
、
⑩
国
際
性
、
を
挙
げ
て
い
る
。
法

現
実
か
ら
「
法
制
度
の
運
用
の
問
題
点
と
機
能
の
限
界
」
を
見
出

し
、
「
新
し
い
法
制
度
の
設
計
へ
の
示
唆
を
含
ん
だ
」
研
究
を
指

向
す
る
問
題
意
識
は
評
価
で
き
る
が
、
制
度
に
内
包
さ
れ
る
ぺ
き

価
値
（
1
－
制
度
原
理
）
が
規
範
論
的
検
討
を
経
な
い
ま
ま
列
挙
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岨
〕

れ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

　
法
制
度
設
計
の
基
準
に
関
し
て
最
も
体
系
的
な
視
点
を
提
供
し

て
い
る
の
が
、
経
済
学
的
視
点
を
導
入
し
た
平
井
宜
雄
で
あ
る
。

平
井
は
法
政
策
学
を
「
法
制
度
設
計
の
理
論
及
び
技
法
」
と
簡
潔

　
　
（
M
）

に
定
義
し
、
そ
の
法
制
度
の
評
価
基
準
を
法
的
観
点
か
ら
の
正
義

性
と
経
済
的
観
点
か
ら
の
効
率
性
に
限
定
し
て
い
る
。
一
般
に
行

政
過
程
、
す
な
わ
ち
法
制
度
の
形
成
・
運
用
で
求
め
ら
れ
る
評
価

視
点
と
し
て
は
、
公
共
性
（
公
益
性
）
、
適
法
性
、
公
平
性
、
民

主
性
、
効
率
性
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ

実
体
的
正
当
性
（
正
義
性
）
、
手
続
的
正
当
性
（
正
義
性
）
、
効
率

性
と
い
う
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
平
井
の
議
論
の
特
色
は
、
正
義
性
の
内
容
を
規
範
論
的
法
解
釈

か
ら
一
義
的
に
導
き
出
す
の
で
は
な
く
、
政
策
決
定
の
方
式
、
す

な
わ
ち
法
制
度
の
設
計
方
針
の
あ
り
か
た
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く

る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
法
制
度
の
設
計
を
①
市
場
原

理
に
委
ね
る
市
場
的
決
定
、
②
組
織
を
用
い
た
権
威
的
決
定
、
③

そ
の
中
間
的
性
格
を
も
つ
手
続
的
決
定
の
う
ち
ど
れ
を
用
い
る
の

が
望
ま
し
い
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
正
義
性
と
効
率

性
が
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
く
る
か
を
検
討
す
る
の
で
あ
る
。

法
制
度
が
法
的
根
拠
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
市
場

的
決
定
を
排
除
し
な
い
点
が
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
と
教
育
法
制
に

関
し
て
い
え
ば
、
純
粋
な
市
場
的
決
定
や
純
粋
な
権
威
的
決
定
が
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採
用
ぞ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
由
論
者
の
J
・

S
・
ミ
ル
で
す
ら
い
う
よ
う
に
教
育
と
い
う
領
域
は
そ
の
公
共
性

ゆ
え
に
市
場
の
議
論
で
片
づ
け
ら
れ
ず
、
国
家
に
よ
る
条
件
整
備

を
行
わ
な
け
れ
ぱ
い
け
な
い
性
質
を
も
っ
て
い
る
し
、
他
方
、
一

律
的
な
国
家
教
育
に
よ
る
知
識
の
配
分
は
個
性
の
育
成
に
つ
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
〕

ら
な
い
点
で
教
育
条
理
に
反
す
る
こ
と
は
明
確
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
手
続
的
決
定
と
し
て
の
教
育
法
制
設
計
過
程
に

お
い
て
、
多
様
な
教
育
要
求
を
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が

正
義
性
と
効
率
性
の
水
準
を
満
た
す
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
が
教
育
条
件
整
備
法
制
の
評
価
基
準
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。　

だ
が
、
法
政
策
論
は
い
ま
だ
と
し
て
は
十
分
な
形
で
体
系
化
が

試
み
ら
れ
て
い
な
い
。
法
政
策
学
に
お
い
て
は
法
制
度
の
設
計
の

指
標
と
評
価
基
準
は
提
起
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
法
制
度
の
具

体
的
な
動
態
分
析
と
組
み
替
え
の
方
法
に
つ
い
て
の
検
討
に
は
い

た
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
運
用
上
の
墓
準
も
合
め
た
制
度
規
範
の

構
築
こ
そ
が
法
政
策
学
の
中
心
的
課
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
し
く
み
と
し
て
の
制
度
構
造
や
変
容
の
動
態
に
つ
い
て
は
目

下
射
程
外
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
は
政
策
過
程
分

析
の
発
達
し
た
行
政
学
に
お
い
て
制
度
が
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
か
を
検
討
す
る
。

2
　
行
政
学
に
お
け
る
「
新
し
い
制
度
論
」

　
日
本
の
行
政
学
は
伝
統
的
に
ア
メ
リ
カ
の
理
論
モ
デ
ル
の
摂
取

に
努
め
て
き
た
。
一
九
八
○
年
代
に
入
っ
て
ア
メ
リ
カ
政
治
学
に

お
い
て
「
新
し
い
制
度
論
」
の
提
唱
が
な
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
摂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

取
し
て
政
策
分
析
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
現
れ
た
。

　
笠
京
子
は
政
策
研
究
の
分
析
レ
ベ
ル
を
構
造
、
制
度
、
過
程
の

三
層
に
区
分
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
制

度
」
と
は
構
造
と
過
程
の
媒
介
項
で
あ
り
、
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
集
合
あ
る
い
は
総
体
L
で
あ
る
。
制
度
は
「
一
方
で
は
構
造
に

よ
っ
て
制
約
を
う
け
な
が
ら
他
方
で
は
過
程
を
拘
束
す
る
媒
介
項

の
機
能
を
は
た
す
」
。
た
だ
し
「
過
程
」
に
は
「
時
問
の
経
過
と

と
も
に
広
義
の
制
度
の
一
部
分
と
な
っ
て
制
度
を
補
強
あ
る
い
は

修
正
し
て
い
く
側
面
が
あ
り
、
制
度
と
構
造
の
関
係
が
後
者
か
ら

前
者
へ
の
一
方
拘
束
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
制
度
と
過
程
の
あ
い

だ
で
は
こ
の
関
係
が
部
分
的
に
緩
め
ら
れ
る
」
と
す
る
。
そ
こ
で

「
制
度
」
は
「
構
造
的
制
約
に
歴
史
的
独
自
性
を
加
え
た
も
の
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
政
策
は
そ
れ
ら
の
「
出
力
」
で
あ
り
、
「
構
造
」
は
「
過
程
を
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明
示
的
に
制
約
す
る
制
度
の
背
景
あ
る
い
は
真
相
に
あ
っ
て
、
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

度
と
過
程
を
と
も
に
拘
束
す
る
黙
示
的
体
系
L
と
規
定
す
る
。
こ

こ
で
い
う
「
構
造
」
と
は
い
わ
ゆ
る
し
く
み
と
し
て
の
制
度
構
造

で
は
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
・
か
で
あ
り
、
む
し
ろ
本
稿
で
い
う
「
制

度
原
理
」
や
政
治
体
系
・
経
済
体
系
の
総
体
に
近
い
も
の
と
考
え

ら
れ
よ
う
。

　
「
政
策
」
と
「
制
度
」
を
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、

「
制
度
」
と
は
「
杜
会
還
元
論
に
よ
う
て
説
明
さ
れ
る
客
体
的
存

在
」
か
ら
「
独
自
の
影
響
力
を
も
有
す
る
主
体
的
存
在
」
へ
、

「
法
制
度
に
限
定
さ
れ
た
形
式
的
制
度
」
か
ら
「
事
実
上
の
定
型

的
関
係
を
ふ
く
む
実
質
的
制
度
」
へ
、
と
概
念
転
換
を
図
ろ
う
と

　
　
　
　
　
（
1
9
）

し
た
の
で
あ
る
。
「
制
度
」
概
念
を
媒
介
に
し
て
構
造
論
と
過
程

論
の
統
合
を
図
ろ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
「
過
程
」
の
定
義
が
か
な

り
特
殊
に
な
っ
て
い
る
感
は
否
め
な
い
が
、
「
政
策
」
と
の
関
係

に
お
け
る
「
制
度
」
の
位
置
づ
け
や
、
制
度
運
用
過
程
は
制
度
の

基
本
的
構
造
に
規
定
さ
れ
る
も
の
の
、
形
成
・
運
用
過
程
を
経
る

う
ち
に
制
度
構
造
の
修
正
が
あ
り
う
る
、
と
い
っ
た
基
本
的
な
把

握
の
構
図
は
了
承
で
き
よ
う
。

3
　
過
程
分
析
の
視
点

　
（
1
）
　
法
制
研
究
と
制
度
研
究
の
異
同

　
「
法
制
（
一
品
匡
警
昌
）
」
は
「
何
ら
か
の
法
規
範
に
よ
っ
て
正

当
性
を
付
与
さ
れ
た
制
度
」
と
定
義
で
き
る
か
ら
、
「
制
度
（
一
コ
一

ω
暮
⊆
巨
昌
）
」
の
あ
る
特
殊
な
形
態
と
考
え
ら
れ
る
。
キ
井
宜
雄

は
「
制
度
」
を
「
非
公
式
的
行
動
と
も
連
続
す
る
パ
タ
ン
化
さ
れ

た
行
動
」
、
「
法
制
度
」
を
「
一
定
の
状
況
の
下
に
お
い
て
決
定
者

の
行
う
一
定
の
決
定
が
く
り
返
さ
れ
て
パ
タ
ン
化
し
て
い
る
程
度

に
安
定
し
て
お
り
、
か
つ
そ
れ
が
『
法
』
に
よ
っ
て
正
当
性
を
与

え
ら
れ
て
い
る
と
き
に
お
け
る
、
決
定
の
パ
タ
ン
」
と
定
義
し
、

制
度
が
も
つ
①
パ
タ
ン
化
さ
れ
た
行
動
の
存
在
、
②
規
範
に
よ
る

正
当
性
の
保
障
、
③
欲
求
の
充
足
、
の
う
ち
②
の
規
範
的
要
素
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
〕

実
定
法
体
系
と
結
び
つ
い
た
と
き
を
「
法
制
度
」
と
考
え
て
い
る
。

た
だ
平
井
は
、
大
多
数
の
制
度
が
人
問
行
動
の
設
計
さ
れ
な
い
結

果
と
し
て
成
長
し
て
き
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
目
的
に
い
た
る

手
段
と
し
て
設
計
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
観
点
か
ら
、
い
か
な

る
法
制
度
で
も
人
為
的
に
作
り
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
立

場
に
た
つ
点
で
、
後
述
す
る
「
新
し
い
制
度
論
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ

と
見
解
を
決
定
的
に
異
に
す
る
。

　
制
度
化
の
過
程
に
つ
い
て
「
『
制
度
化
』
と
い
う
も
の
が
オ
フ

ィ
シ
ャ
ル
な
（
国
家
法
制
上
で
公
式
な
）
手
煩
に
よ
っ
て
の
み
決
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定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
…
だ
か
ら
…
す
べ
て
が
主
旨
通
り
の
学
校

知
識
『
改
革
』
と
し
て
現
実
化
す
る
と
は
限
ら
ず
、
歯
が
立
た
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

か
っ
た
り
、
屈
折
し
た
り
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
L
と
久

冨
は
述
べ
る
。
本
稿
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
法
制
で
あ
っ
て
、

久
冨
の
い
う
「
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
（
国
家
法
制
上
で
公
式
な
）
手

順
に
よ
っ
て
」
「
決
定
さ
れ
る
」
制
度
で
あ
る
。
法
制
で
あ
う
て

も
社
会
的
承
認
・
支
持
が
あ
っ
て
初
め
て
定
着
・
機
能
す
る
の
で

あ
っ
て
、
法
規
範
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

（
η
）

か
ら
、
政
策
的
意
図
が
実
現
し
な
い
こ
と
は
後
述
す
る
よ
う
に
当

然
あ
り
う
る
。
だ
か
ら
こ
そ
制
度
運
用
段
階
に
到
る
ま
で
の
過
程

分
析
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
制
度
に
こ
め
ら

れ
た
政
策
的
意
図
が
立
法
に
よ
る
法
規
範
と
い
う
形
で
い
っ
た
ん

正
当
性
を
も
っ
た
場
合
、
規
制
的
方
向
の
場
合
は
最
大
限
に
発
揮

さ
れ
、
非
規
制
的
方
向
の
場
合
は
そ
れ
ほ
ど
の
作
用
力
を
発
揮
し

な
い
、
と
い
う
よ
う
に
ベ
ク
ト
ル
に
よ
っ
て
影
響
が
異
な
づ
て
く

る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
制
は
確
か
に
社
会
的

事
物
と
し
て
の
制
度
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
法
制
論
を
制

度
一
般
論
に
解
消
で
き
な
い
理
歯
は
こ
一
こ
に
あ
る
。

　
（
2
）
　
政
策
論
と
制
度
論
の
関
係

　
そ
れ
で
は
「
政
策
」
と
「
制
度
」
は
い
か
な
る
関
係
に
た
つ
の

か
。
「
政
策
」
を
あ
る
理
念
や
方
向
づ
け
と
と
ら
え
る
立
場
か
ら

は
、
「
政
策
」
と
「
制
度
」
は
目
的
－
手
段
の
関
係
に
た
つ
と
さ

れ
、
「
政
策
」
を
目
的
・
理
念
の
み
な
ら
ず
具
体
的
な
計
画
も
合

む
と
す
る
立
場
か
ら
は
「
政
策
」
実
現
の
呉
体
化
と
し
て
「
制

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
〕

度
」
が
と
ら
え
ら
れ
る
。
「
制
度
」
を
中
心
に
み
た
場
合
、
「
政

策
」
と
は
そ
の
目
的
・
方
向
を
形
成
す
る
制
度
理
念
を
形
作
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
制
度
理
念
…
政
策
的
意
図
は
規
範
論
的
法
解

釈
に
よ
っ
て
論
理
的
に
導
き
出
さ
れ
る
制
度
規
範
と
重
な
ら
な
い

場
合
も
あ
り
う
る
。
そ
の
場
合
、
制
度
理
念
H
政
策
的
意
図
が
か

か
げ
る
目
的
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
正
当
性
を
も
づ
て
い
る
か
、
内
容

が
問
わ
れ
て
く
る
。
こ
れ
は
制
度
論
と
い
う
よ
り
政
策
論
の
課
題

で
あ
る
が
、
「
政
策
」
と
「
制
度
」
の
関
係
把
握
に
つ
い
て
右
の

ど
ち
ら
の
立
場
に
た
つ
に
せ
よ
、
「
制
度
」
の
特
殊
形
態
で
あ
る

法
制
に
も
ま
た
社
会
的
承
認
が
必
須
の
構
成
要
件
を
な
す
と
い
う

結
論
に
帰
着
す
る
。
法
意
識
の
分
析
が
法
制
研
究
に
も
必
要
と
さ

れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
過
程
分
析
に
求
め
ら
れ
る
視
点

　
以
下
で
は
本
稿
で
問
題
と
す
る
制
度
論
、
す
な
わ
ち
法
制
の
過

程
分
析
に
お
い
て
留
意
す
べ
き
こ
と
は
何
か
。
以
下
、
制
度
化
過

程
の
時
系
列
に
沿
っ
て
列
挙
す
る
。
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第
一
に
特
定
の
要
求
や
政
策
理
念
の
具
体
化
と
は
直
接
関
係
の

な
い
、
制
度
的
基
盤
の
形
成
過
程
で
あ
る
。
特
定
の
要
求
や
政
策

理
念
を
具
体
化
す
る
個
別
の
制
度
と
は
別
に
、
そ
も
そ
も
制
度
化

を
可
能
に
す
る
制
度
的
基
盤
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
要
求
の
組
織

化
と
制
度
的
基
盤
の
形
成
が
同
時
進
行
の
場
合
は
、
法
意
識
の
動

態
の
分
析
に
よ
っ
て
制
度
的
基
盤
の
形
成
も
明
ら
か
に
で
き
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
特
定
の
教
育
法
制
を
制
度
化
す
る
た
め
に
は
、
単

な
る
社
会
的
支
持
と
か
慣
習
法
的
定
着
と
い
う
形
態
で
の
承
認
だ

け
で
は
足
り
ず
、
そ
も
そ
も
一
定
の
制
度
的
基
盤
が
必
要
と
な
る

場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ぱ
中
野
の
教
育
準
公
選
制
度
は
教
育
住
民

自
治
の
制
度
的
体
現
と
し
て
語
ら
れ
、
準
公
選
制
度
自
体
や
そ
こ

に
集
約
さ
れ
た
住
民
の
教
育
要
求
に
関
す
る
研
究
は
数
多
く
存
在

す
る
が
、
そ
も
そ
も
教
育
要
求
を
組
織
化
す
る
制
度
的
基
盤
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

い
て
の
研
究
は
多
く
な
か
う
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
住
区
協

議
会
の
存
在
は
準
公
選
制
度
を
支
え
る
社
会
的
意
識
の
継
続
を
可

能
だ
ら
し
め
た
制
度
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
制
度

的
基
盤
の
成
立
過
程
、
す
な
わ
ち
プ
レ
教
育
法
制
化
の
過
程
分
析

は
、
直
接
教
育
法
制
と
は
関
与
し
な
い
も
の
の
、
関
係
者
の
教
育

法
意
識
の
あ
り
よ
う
を
探
る
う
え
で
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
社

会
的
基
盤
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
要
素
に
還
元
さ
れ
る
の
を
防
ぐ

意
義
を
も
つ
。

　
第
二
に
、
特
定
の
要
求
が
組
織
化
さ
れ
る
過
程
な
い
し
制
度
理

念
と
し
て
の
政
策
が
形
成
さ
れ
る
過
程
の
分
析
で
あ
る
。
法
制
の

場
合
は
草
案
形
成
過
程
の
議
会
や
公
聴
会
の
議
事
録
な
ど
を
用
い

て
研
究
す
る
の
が
典
型
的
で
あ
る
。
政
策
研
究
と
し
て
は
比
較
的

古
典
的
な
堅
実
な
手
法
で
あ
る
が
、
形
式
面
に
と
ら
わ
れ
た
旧
来

の
制
度
論
に
陥
ら
な
い
た
め
に
も
、
法
解
釈
上
、
文
理
解
釈
に
陥

ら
な
い
た
め
に
も
重
要
な
作
業
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
特
定
の
政
策
が
具
体
的
な
制
度
と
し
て
構
想
、
且
ハ
体

化
さ
れ
る
過
程
の
分
析
で
あ
る
。
こ
の
作
業
過
程
は
専
ら
行
政
組

織
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
行
政
学
や
政
治
学
で
は
多
く
の

分
析
モ
デ
ル
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
教
育
法
制
の
制
度
化

過
程
、
す
な
わ
ち
教
育
行
政
過
程
に
つ
い
て
の
実
証
研
究
は
多
く

な
い
。
ま
た
、
法
制
は
法
的
根
拠
に
裏
づ
け
ら
れ
た
オ
フ
ィ
シ
ャ

ル
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
形
成
に
関
与
す
る
主
体
（
ア
ク
タ

ー
）
は
必
ず
し
も
才
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
行
政
機
関
で
あ
る
と
は
限
ら

（
2
5
）

な
い
。
と
い
う
よ
り
、
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
行
政
機
関
だ
け
で
教
育

法
制
が
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

「
制
度
形
成
者
（
雪
言
①
肩
彗
窒
『
）
が
役
割
を
果
た
す
「
真
空

（
〃
〕

地
帯
」
が
法
制
形
成
過
程
に
存
在
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
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う
。
ど
う
い
う
存
在
が
、
ど
の
よ
う
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
法
制
形
成

に
関
与
し
、
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
事

実
分
析
を
基
礎
に
し
て
、
ど
の
よ
う
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
開
き
う
る

の
か
と
い
う
政
策
的
展
望
を
も
つ
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
ま
た
、
で
き
あ
が
づ
た
法
制
が
あ
ら
ゆ
る
関
係
主
体
の
意
思
の

総
和
と
み
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
法
制
の
形
成
と
存
続
に
あ
た
っ

て
は
制
度
環
境
－
教
育
（
法
）
状
況
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
政
治

や
経
済
と
い
っ
た
社
会
状
況
1
の
影
響
を
受
け
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も
ま
だ
す
べ
て
の
要
因
を
把
握
し
た
わ
け
で
は
な

い
。
ひ
と
た
び
社
会
的
事
物
と
し
て
定
着
し
た
制
度
に
は
人
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鯛
〕

意
識
を
規
定
す
る
カ
を
も
っ
て
い
る
し
、
法
制
に
は
法
的
安
定
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
〕

が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
、
制
度
と
し
て
の
安
定
性
は
な
お
の
こ

と
高
い
。
「
新
し
い
制
度
論
」
に
よ
れ
ば
、
制
度
に
は
個
々
の
主

体
の
行
為
や
制
度
環
境
の
諸
要
因
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る
の
で
は
説

明
で
き
な
い
よ
う
な
構
造
的
影
響
カ
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
「
制
度
が
関
係
ア
ク
タ
ー
す
べ
て
に
一
律
に
与
え
て
い
る
こ

の
内
的
影
響
カ
を
、
制
度
の
実
質
的
機
能
と
し
て
新
た
に
分
析
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
〕

象
に
ふ
く
め
」
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
制
度
は
本
来
、
政
策
n

制
度
理
念
を
体
現
す
る
た
め
に
構
築
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
逆

に
政
策
H
制
度
理
念
の
あ
り
か
た
を
制
約
し
、
方
向
づ
け
る
こ
と

　
、
　
　
　
（
3
1
）

が
あ
り
う
る
。

　
第
四
に
ひ
と
た
び
形
成
さ
れ
た
法
制
の
運
用
過
程
の
分
析
で
あ

る
。
慣
習
法
に
よ
る
場
合
を
除
け
ば
法
制
は
立
法
に
依
拠
す
る
こ

と
が
多
い
が
、
何
も
人
々
が
制
度
に
影
響
を
及
ぼ
せ
る
の
は
立
法

前
の
段
階
と
は
隈
ら
な
い
。
確
か
に
制
度
が
形
成
さ
れ
る
以
前
の

段
階
で
は
、
制
度
は
安
定
性
を
も
つ
に
到
っ
て
い
な
い
の
で
可
塑

牲
が
高
い
。
し
か
し
制
度
に
こ
め
ら
れ
た
政
策
理
念
が
制
度
を
運

用
す
る
関
係
主
体
の
意
思
と
乖
離
し
て
い
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
制

度
は
期
待
さ
れ
た
機
能
を
発
揮
せ
ず
、
放
棄
さ
れ
る
か
構
造
を
修

正
す
る
か
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
制
度
は
形
成
さ
れ
る
段
階

で
、
特
定
の
要
求
が
組
織
化
・
実
現
し
た
も
の
と
し
て
正
当
性
が

付
与
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
い
う
な
れ
ば
仮
の
正
当
性
に
す
ぎ
な
い
。

制
度
の
正
当
性
は
運
用
段
階
で
予
定
さ
れ
た
機
能
を
発
揮
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
馳
〕

と
で
、
初
め
て
確
立
す
る
と
い
え
よ
う
。

　
た
だ
し
制
度
の
変
容
が
す
べ
て
支
持
意
識
1
－
社
会
的
承
認
の
確

保
の
失
敗
を
意
味
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
法
制
の
主
要
な

資
源
と
し
て
は
実
現
可
能
性
を
担
保
す
る
人
員
と
財
源
、
正
当
性

を
担
保
す
る
法
規
が
あ
る
。
財
源
の
確
保
に
失
敗
し
た
り
、
人
的

組
織
を
構
成
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
も
制
度
は
変
容
せ
ざ
る
を
え

な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
が
社
会
的
承
認
と
直
結
し
て
い
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る
わ
け
セ
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
行
政
の
対
象
領
域
が
拡
大
す
る

に
つ
れ
、
法
規
範
と
い
っ
た
正
当
性
資
源
よ
り
も
財
源
、
人
員
と

い
づ
た
実
現
可
能
性
を
担
保
す
る
資
源
に
規
定
さ
れ
る
比
率
が
高

ま
づ
て
く
る
。

　
こ
う
し
た
諸
要
索
を
加
え
て
も
な
お
制
度
の
成
否
を
説
明
し
き

れ
な
い
場
合
も
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
法
制
の
「
歴
史
的
早

産
」
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
関
係
主
体

の
法
意
識
の
未
成
熟
と
い
っ
た
こ
と
が
主
た
る
要
因
と
し
て
考
え

ら
れ
よ
う
が
、
社
会
的
文
脈
の
中
で
制
度
が
成
立
す
る
た
め
の
条

件
が
そ
ろ
わ
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
に
キ
ン
グ
ド
ン
の
「
政
策
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

窓
」
モ
デ
ル
で
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
四
点
は
、
①
法
制
目
的
と
し
て
の
政
策
形
成
以
前
の
段

階
（
プ
レ
制
度
化
段
階
）
、
②
立
法
段
階
（
制
度
化
の
第
一
段
階
）
、

③
公
的
法
制
整
備
段
階
（
制
度
化
の
第
二
段
階
）
、
④
法
制
の
運

用
段
階
（
ポ
ス
ト
制
度
化
段
階
）
、
と
制
度
化
過
程
を
区
分
し
て

み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
区
分
は
課
題
設
定
過
程
、
立
案
過
程
、

決
定
過
程
、
執
行
過
程
と
い
う
政
策
過
程
の
四
区
分
に
対
応
す
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
過
程
で
は
、
政
策
や
関
係
主
体
の
意
識
に
対
す

る
制
度
の
影
響
の
し
か
た
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
全
過
程
を
通
し
て
備
敏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
策
意
図

が
貫
徹
し
え
た
か
、
関
係
主
体
の
要
求
が
ど
の
段
階
で
ど
の
よ
う

に
反
映
さ
れ
た
の
か
、
制
度
の
変
容
が
起
き
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
、

と
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
は
単
な
る
し
く
み
と
し

て
の
制
度
構
造
の
動
態
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な

．
関
係
主
体
の
法
意
識
の
反
映
状
況
と
カ
学
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

も
の
で
あ
る
。

V
　
む
す
び
に
か
え
て

　
1
皿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
条
件
整
備
法
制
研
究
の
残
さ
れ
た

研
究
対
象
領
域
と
し
て
は
上
か
ら
の
制
度
化
の
ミ
ク
ロ
な
動
態
分

析
が
設
定
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
認
識
枠
組
み
が
ど
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
志
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
を
考
察
す
る
た
め
に
、
教
育

法
社
会
学
に
お
け
る
制
度
研
究
の
蓄
積
か
ら
そ
の
方
法
上
の
特
徴

を
確
認
し
、
次
に
一
般
法
学
に
お
け
る
法
政
策
論
、
行
政
学
に
お

け
る
政
策
過
程
論
の
視
角
を
傭
敵
し
て
き
た
。
最
後
に
教
育
条
件

整
備
法
制
研
究
に
お
け
る
制
度
形
成
・
運
用
過
程
分
析
の
意
義
と

課
題
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
過
程
分
析
と
い
う
手
法
が
教
育
法
学
に
お
け
る
制
度
論
と
し
て

も
つ
意
義
と
し
て
は
二
点
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
教
育
条
件
整
備
法
制
を
め
ぐ
っ
て
は
教
育
政
策
の
内
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容
に
関
す
る
議
論
に
傾
斜
し
が
ち
で
、
そ
れ
も
政
策
目
的
の
意
図

の
当
否
を
論
じ
る
か
、
教
育
実
践
レ
ベ
ル
に
下
り
き
っ
た
後
に
問

題
点
を
指
摘
し
て
政
策
批
判
を
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
多
か
っ

た
。
政
策
は
直
接
教
育
実
践
に
影
響
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

っ
て
、
制
度
化
と
い
う
過
程
を
経
る
。
こ
の
過
程
に
注
目
す
る
こ

と
は
、
制
度
化
過
程
に
お
け
る
教
育
要
求
の
反
映
の
可
能
性
、
す

な
わ
ち
制
度
目
的
の
組
み
替
え
の
可
能
性
に
注
目
す
る
こ
と
に
な

る
。　

第
二
に
、
過
程
分
析
は
、
法
解
釈
か
ら
制
度
原
理
を
摘
出
し
、

そ
こ
か
ら
制
度
構
造
の
理
念
型
を
導
き
だ
す
方
法
や
、
現
行
法
制

の
機
能
を
静
態
的
に
把
握
す
る
方
法
と
は
異
な
り
、
「
生
け
る
法
」

の
動
態
把
握
に
努
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
政
策
と
運
動

の
対
抗
関
係
と
い
う
図
式
や
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
と
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ

と
い
う
機
械
的
二
分
法
で
は
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
要
素
を
拾
う
。

法
制
が
法
的
根
拠
を
も
つ
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
も
の
と
し
て
存
在
す

る
以
上
、
法
的
根
拠
と
い
う
形
式
的
正
当
性
、
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な

性
格
を
帯
ぴ
る
過
程
と
社
会
的
承
認
に
よ
る
実
質
的
正
当
性
の
獲

得
過
程
の
双
方
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
時
系

列
を
合
む
分
析
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
当
面
の
検
討
課
題
と
し
て
は
二
点
あ
げ
ら
れ
る
。

　
第
一
に
教
育
法
制
の
固
有
性
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で

は
一
般
法
学
に
お
け
る
法
政
策
論
や
行
政
学
に
お
け
る
政
策
過
程

論
の
枠
組
み
を
、
教
育
法
領
域
へ
適
用
す
る
可
能
性
を
模
索
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

き
た
。
し
か
し
「
教
育
制
度
に
固
有
な
法
体
系
」
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
特
殊
法
学
と
し
て
の
教
育
法
学
研
究
に
方
法
論
上
の
特
殊
性

が
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
育
法
制
の
固
有
性
は
規
範
論
的
法

解
釈
学
か
ら
導
か
れ
る
教
育
法
原
理
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
の

か
。　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
た
と
え
ぱ
以
下
の
よ
う
な
問
題
設
定
が
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脳
〕

能
で
あ
ろ
う
。
「
ス
ト
リ
ー
ト
レ
ベ
ル
の
官
僚
」
と
し
て
大
幅
に

裁
量
を
有
し
て
い
る
は
ず
の
教
師
が
、
実
際
に
は
教
育
の
自
由
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肪
）

奪
わ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
一
方
で
「
制
度
的
学
校
権
カ
」
と

い
う
形
で
の
教
師
の
不
当
な
権
限
行
使
も
存
在
す
る
。
一
面
に
お

い
て
教
育
の
自
由
が
奪
わ
れ
、
一
面
に
お
い
て
は
権
限
濫
用
が
行

わ
れ
て
い
る
と
い
う
教
育
法
現
象
は
、
ど
の
よ
う
な
教
育
法
制
の

影
響
力
の
表
れ
と
み
る
べ
き
な
の
か
。

　
第
二
に
枠
組
み
の
実
用
性
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
は
制
度
論
を

網
羅
的
に
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
教
育

法
周
辺
諸
科
学
に
お
け
る
制
度
論
の
主
要
な
論
点
を
整
理
検
討
し

な
が
ら
、
教
育
法
学
に
お
け
る
条
件
整
備
法
制
の
方
法
論
の
構
成
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を
目
的
と
し
て
い
る
。
い
わ
ば
実
証
研
究
の
た
め
の
理
論
的
序
説

で
あ
り
、
本
稿
で
掲
げ
た
方
法
論
を
実
証
研
究
に
適
用
し
、
よ
り

精
織
な
も
の
へ
と
彫
琢
す
る
の
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）
　
拙
稿
「
教
育
条
件
整
備
法
制
研
究
の
方
法
論
的
課
題
　
－
教
育

　
法
学
に
お
け
る
制
度
論
の
構
築
に
向
け
て
1
（
1
）
」
二
橋
論
叢
』

　
第
二
六
巻
第
二
号
　
一
九
九
六
年
八
月
　
一
二
一
　
二
一
六
頁
。

（
2
）
　
兼
子
仁
「
教
育
法
社
会
学
と
教
育
科
学
」
　
同
『
教
育
法
学
の

　
教
育
裁
判
』
　
勤
草
書
房
　
一
九
六
九
年
　
二
一
七
－
二
二
三
頁
、

　
兼
子
仁
「
法
規
範
と
し
て
の
教
育
法
と
法
現
象
と
し
て
の
教
育
法
」

　
同
『
教
育
法
〔
新
版
］
』
　
有
斐
閣
　
一
九
七
八
年
　
四
－
六
頁
、
藤

　
岡
貞
彦
「
地
域
形
成
の
教
育
法
祉
会
学
的
考
察
」
　
日
本
教
育
法
学

　
会
編
『
講
座
教
育
法
－
　
教
育
法
学
の
課
題
と
方
法
』
　
エ
イ
デ
ル

　
研
究
所
　
一
九
八
○
年
　
二
三
九
－
二
五
六
頁
。

（
3
）
　
今
橋
盛
勝
『
教
育
法
と
法
社
会
学
』
　
三
省
堂
　
一
九
八
三
年
。

（
4
）
　
今
橋
盛
勝
「
学
校
自
治
の
不
在
性
と
住
民
自
治
の
生
成
－
茨
城

　
の
農
村
部
に
お
け
る
小
学
校
統
廃
合
間
題
」
『
日
本
教
育
法
学
会
年

　
報
』
第
三
号
　
有
斐
閣
　
一
九
七
三
年
、
同
『
学
校
教
育
紛
争
と

　
法
』
　
エ
イ
デ
ル
研
究
所
　
一
九
八
四
年
。

（
5
）
　
川
島
武
宜
『
目
本
人
の
法
意
識
』
　
岩
波
新
書
　
一
九
六
七
年
、

　
日
本
文
化
会
議
編
『
日
本
人
の
法
意
識
〈
調
査
分
析
〉
』
　
至
誠
堂

　
一
九
七
三
年
、
な
ど
が
そ
の
代
表
例
で
あ
ろ
う
。

（
6
）
　
学
校
統
廃
合
問
題
を
合
め
た
、
学
区
の
制
度
的
意
味
を
現
行
法

　
制
の
解
釈
か
ら
導
き
出
す
の
で
は
な
く
、
住
民
の
意
思
形
成
の
安
定

的
基
盤
と
な
り
う
る
よ
う
に
組
み
替
え
る
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
づ

　
け
る
も
の
と
し
て
、
児
玉
弥
生
「
教
育
に
お
け
る
地
域
構
成
の
制
度

論
的
検
討
－
公
教
育
の
組
織
・
運
営
の
基
礎
単
位
と
し
て
の
『
学
校

　
区
』
を
中
心
に
1
」
名
古
屋
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
育
学
専

　
攻
『
教
育
論
叢
』
第
四
一
号
　
一
九
九
八
年
　
一
－
＝
二
頁
。
た
だ

　
し
、
実
態
と
し
て
の
区
域
設
定
を
ど
の
よ
う
に
行
う
の
か
と
い
う
展

　
望
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

（
7
）
　
戒
能
通
孝
『
小
繋
事
件
』
　
山
石
波
新
書
　
一
九
六
四
年
。
法
社

　
会
学
に
お
け
る
法
過
程
の
と
ら
え
方
は
、
六
本
佳
平
『
法
社
会
学
』

　
有
斐
閣
　
一
九
八
六
年
　
二
二
五
－
二
二
六
頁
、
宮
澤
節
生
『
法
過

　
程
の
リ
ア
リ
テ
ィ
』
　
信
山
社
　
一
九
九
四
年
　
八
－
一
一
頁
な
ど

　
を
参
照
。

（
8
）
　
犬
嶽
秀
夫
『
政
策
過
程
』
　
東
京
大
学
出
版
会
　
一
九
九
〇
年

　
六
一
頁
。

（
9
）
　
小
林
直
樹
『
憲
法
政
策
論
』
　
目
本
評
論
社
　
一
九
九
一
年

　
五
貢
。

（
1
0
）

（
1
1
）

　
年

（
螂
）

（
1
3
）

（
M
）

同
七
頁
。
一

阿
部
泰
隆
『
政
策
法
学
の
基
本
指
針
』

一
頁
。

同
二
頁
。

同
六
二
－
一
〇
〇
、
三
一
七
頁
。

平
井
宜
雄
『
法
政
策
学
［
第
二
版
］
』

　
五
頁
。

（
1
5
）
　
』
－

　
§
o
§
耐
s

ω
l
H
≦
二
一
　
〇
コ
　
ー
二
U
o
ユ
｝
一
冬
篶
フ

§
鼻
o
ぎ
ミ
帽
δ
§
曽
o
邑
泳
§
‘

弘
文
堂
　
　
一
九
九
六

有
斐
閣
　
一
九
九
五
年

§
雨
窒
ξ
s
ぎ
o
曽
g

↓
す
o
？
g
ω
ω
く
目
2
－
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（138）一橋論叢 第121巻第2号 平成11年（1999年）2月号

　
o
o
片
o
O
｛
↓
＝
o
⊂
自
－
く
o
『
ω
幕
｝
O
市
O
匝
目
一
σ
ユ
O
O
q
P
　
－
o
o
o
o
　
（
－
餉
一
－
o
o
㎝
o
）
’

　
君
1
－
富
⊥
8
二
8
．

（
1
6
）
　
行
政
学
に
お
け
る
「
新
し
い
制
度
論
」
の
検
討
と
し
て
は
、
北

　
山
俊
哉
「
中
央
地
方
関
係
と
公
共
政
策
－
新
し
い
制
度
論
的
ア
プ
ロ

　
ー
チ
（
一
）
（
二
）
」
京
都
大
学
法
学
会
『
法
学
論
叢
』
第
＝
一
四
巻

　
第
二
号
　
一
九
八
八
年
　
ニ
ハ
ー
三
九
頁
、
同
第
二
一
五
巻
第
四
号

　
一
九
八
九
年
　
一
〇
九
－
二
二
〇
頁
、
北
村
亘
「
新
制
度
論
に
よ
る

　
比
較
地
方
自
治
分
析
の
理
論
的
可
能
性
」
『
甲
南
法
学
』
第
三
八
巻

　
第
一
一
二
号
　
一
九
九
七
年
七
五
－
一
一
四
貢
、
な
ど
を
参
照
。

　
教
育
の
領
域
へ
の
適
用
可
能
性
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
参
照
、
拙

　
稿
「
合
衆
国
に
お
け
る
制
度
論
の
視
角
」
『
日
本
教
育
制
度
学
会
紀

　
要
』
第
四
号
　
一
九
九
七
年
　
一
五
四
1
＝
ハ
六
頁
。

（
1
7
）
　
笠
京
子
「
戦
後
日
本
の
交
通
政
策
に
お
け
る
構
造
・
制
度
・
過

　
程
－
京
都
市
地
下
鉄
建
設
計
画
を
事
例
に
－
」
『
香
川
法
学
』
第
一

　
二
巻
第
二
号
　
一
九
九
二
年
　
二
三
頁
。
こ
う
し
た
制
度
観
の
背
最

　
に
は
、
一
九
八
O
年
代
に
マ
ー
チ
と
オ
ル
セ
ン
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ

　
た
「
新
し
い
制
度
論
」
が
あ
る
。

（
1
8
）
　
同
四
－
五
頁
。

（
1
9
）
　
同
二
四
頁
。
こ
こ
で
の
「
事
実
上
の
定
型
的
関
係
を
ふ
く
む
実

　
質
的
制
度
」
は
社
会
的
事
物
と
し
て
の
制
度
を
指
す
も
の
と
考
え
ら

　
れ
る
が
、
法
規
範
に
裏
打
ち
さ
れ
た
法
制
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な

　
く
、
合
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
0
）
　
平
井
前
掲
、
九
、
三
六
－
三
七
頁
。

（
2
1
）
　
久
冨
善
之
「
学
校
知
識
の
行
き
詰
ま
り
と
再
生
と
の
岐
路
」

　
『
教
育
』
六
三
二
号
　
国
土
社
　
一
九
九
八
年
一
一
月
　
一
一
頁
。

（
2
2
）
　
政
策
研
究
に
お
い
て
、
社
会
的
承
認
を
政
策
の
要
件
に
合
ま
れ

　
る
と
解
す
る
も
の
と
し
て
参
照
、
H
．
－
、
r
o
至
一
、
U
8
邑
o
コ
…
芽
－

　
三
①
膏
く
ω
．
、
o
＝
o
｝
ζ
與
巨
目
㍗
↓
o
考
胃
o
胆
コ
＞
g
巳
o
冨
H
o
『
↓
雪
す
一

　
昌
O
冨
2
一
．
一
き
§
O
㌧
、
§
ミ
吻
ぎ
ぎ
S
き
e
膏
§
ω
O
お
ざ
署
‘

　
ω
鼻
ω
墨
－
一
甲
向
巨
彗
俸
六
－
勺
『
〇
三
只
卜
o
ざ
ユ
ミ
ぎ
g
b
⑮
§
o
o
－

　
§
§
h
』
、
§
、
ミ
δ
昌
少
ト
ぎ
沖
s
的
軸
μ
完
s
ミ
竃
ミ
ミ
ざ
ミ
亀
s
』
き
－
｛
－

　
9
8
ぎ
ミ
｝
§
き
ミ
｛
員
団
o
σ
冨
－
ζ
雪
『
旨
L
彗
ω
一
〇
〇
1
杜
①
σ
一
畠
o
．

　
T
．
ロ
ー
ウ
ィ
は
政
策
の
特
徴
と
し
て
強
制
を
あ
げ
る
一
方
で
反
復

　
性
と
一
貫
性
を
あ
げ
る
。
さ
ら
に
ユ
ー
ロ
ー
と
プ
レ
ヴ
ィ
ッ
ト
は
政

　
策
が
反
復
性
と
一
貫
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
共
同
体
に
受

　
容
、
吸
収
さ
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
あ
げ
る
。
政
策
の
実
現
手
段

　
で
あ
る
法
制
に
は
当
然
こ
れ
ら
の
特
徴
が
あ
て
は
ま
る
。

（
2
3
）
　
J
・
G
・
グ
ラ
ム
の
狭
い
定
義
が
前
者
に
、
広
い
定
義
が
後
者

　
に
あ
た
る
。
－
o
ゴ
目
o
．
o
；
目
昌
一
、
↓
ゴ
①
＞
目
竺
壱
一
ω
o
『
勺
o
＝
o
｝
－
昌
■

　
程
9
．
．
一
『
－
．
O
S
彗
9
9
目
俸
Z
．
考
．
、
〇
一
ω
耳
＆
眈
j
き
－
ミ
婁

　
§
乱
き
ミ
ξ
§
邑
ぎ
s
堕
＞
庄
2
ω
o
目
ξ
鶉
一
2
二
竃
9
o
℃
．
宣
〒
ト
杜
ω
．

　
な
お
政
策
の
概
念
定
義
に
つ
い
て
は
参
照
、
下
村
郁
夫
「
政
策
概
念

　
の
探
究
（
上
）
（
下
）
」
『
白
治
研
究
』
第
七
二
巻
第
二
号
　
一
〇
三

　
－
一
一
五
頁
、
同
第
七
二
巻
第
五
号
　
九
四
－
一
〇
四
頁
。

（
以
）
　
教
育
の
領
域
で
は
な
い
が
、
条
件
整
傭
法
制
の
形
成
過
程
を
詳

　
細
に
分
析
し
た
研
究
と
し
て
参
照
、
江
藤
俊
昭
「
住
民
参
加
の
条
件

　
整
備
と
し
て
の
都
市
内
分
権
　
中
野
区
の
地
域
セ
ン
タ
ー
と
住
区
協

　
議
会
を
て
が
・
か
り
に
1
」
山
梨
学
院
大
学
法
学
研
究
会
『
法
学
論

　
集
』
第
三
九
号
　
一
九
九
八
年
　
＝
二
－
一
五
四
頁
。

（
2
5
）
　
荻
原
克
男
は
、
戦
後
目
本
の
教
育
行
政
が
法
制
上
は
地
方
分
権

872



（139）教育条件整傭法制研究の方法論的課題

体
制
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
現
実
に
は
中
央
集
権
的

構
造
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
校
長
会
の
よ
う
な
非
行
政
組

織
で
あ
る
巾
間
組
織
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

　
し
て
い
る
。
荻
原
克
男
『
戦
後
日
本
の
教
育
行
政
構
造
　
そ
の
形
成

過
程
』
　
勤
革
杳
房
　
一
九
九
六
年
。
こ
の
研
究
は
教
育
法
制
の
過

　
程
分
析
と
い
い
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
法
制
と
し
て
確
立
し
た
教
育

　
行
政
構
造
が
中
間
組
織
の
意
識
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か

　
と
い
う
視
点
は
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

（
2
6
）
　
「
』
’
9
ζ
品
o
q
す
、
－
暮
實
鶉
一
彗
旦
匝
o
q
彗
ξ
ぎ
一
コ
邑
ε
．

　
ご
o
畠
一
；
8
q
一
、
F
ρ
N
；
忍
『
＆
．
一
§
㎞
ミ
ミ
“
ざ
§
－
雲
§
§
餉

　
ぎ
○
潟
§
汀
ミ
｛
§
㍗
o
ミ
ミ
ミ
s
曽
、
§
ミ
；
s
§
§
貫
団
巴
＝
コ
o
q
2
一

　
－
O
O
O
O
〇
一
℃
P
ω
1
昌
1

（
2
7
）
　
宛
．
↓
l
O
o
胃
凹
峯
戸
、
↓
す
①
巨
9
岸
に
巨
o
コ
巴
ω
o
巨
『
o
①
ω
o
｛
向
o
⊆
o
與
．

　
ご
O
「
一
巴
　
カ
o
↓
O
『
目
一
一
↓
ユ
⑭
　
O
団
ω
o
　
O
『
　
ω
o
プ
O
O
－
－
｝
O
ω
①
α
　
く
o
目
凹
O
q
o
－

　
昌
彗
戸
、
』
§
ミ
ざ
§
肉
§
§
ぎ
§
－
完
雨
｝
§
篶
ぎ
旨
s
§
鼻
＜
o
F
曽
一

　
z
o
l
ω
一
p
蟹
㎝
－

（
鴉
）
　
』
I
O
1
一
≦
o
『
o
＝
俸
』
．
、
I
O
－
ω
①
P
．
．
↓
す
o
Z
冊
峯
－
目
閉
饒
ゴ
』
饒
o
目
竺
－

　
訂
ヨ
一
〇
『
o
q
彗
一
墨
巨
o
冨
一
向
凹
o
8
『
二
目
巾
o
＝
饒
g
一
ご
豆
．
．
』
§
軸
ミ
．

　
§
s
曽
ミ
｛
§
－
ω
9
§
s
完
Φ
e
膏
§
；
卜
舅
き
．
ψ
－
㎏
震
b
b
．

　
轟
｝
1
轟
的

（
2
9
）
　
久
冨
善
之
は
こ
れ
を
「
制
度
の
相
対
的
自
律
性
」
と
よ
ぷ
。
久

　
冨
善
之
「
学
校
知
識
の
行
き
詰
ま
り
と
再
生
と
の
岐
路
」
『
教
育
』

　
六
三
二
号
　
国
土
社
　
一
九
九
八
年
一
一
月
　
七
頁
。

（
3
0
）
　
笠
前
掲
二
三
－
二
四
頁
。

（
3
1
）
　
武
智
秀
之
『
行
政
過
程
の
制
度
分
析
　
戦
後
同
本
に
お
け
る
福

　
祉
政
策
の
展
開
』
　
中
央
大
学
出
版
部
　
一
九
九
六
年
　
四
頁
。
た

　
だ
し
こ
の
よ
う
な
制
度
の
規
定
カ
の
測
定
に
は
困
難
が
伴
う
で
あ
ろ

　
う
o

（
3
2
）
　
行
政
と
立
法
の
パ
ワ
ー
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
法
制

　
が
運
用
段
階
で
そ
の
機
能
と
趣
旨
の
変
容
を
迫
ら
れ
た
事
例
の
研
究

　
と
し
て
、
拙
稿
「
合
衆
国
に
お
け
る
教
師
報
償
制
度
－
制
度
構
造
と

　
形
成
過
程
分
析
－
」
『
目
本
教
育
行
政
学
会
年
報
』
第
二
二
号
　
一

　
九
九
六
年
　
九
七
－
一
〇
九
頁
。

（
3
3
）
　
』
o
す
コ
奉
．
5
目
o
q
匝
o
P
㌧
的
§
～
o
ω
一
㌧
§
§
s
き
§
§
乱
き
㌻

　
ミ
o
き
S
o
膏
吻
一
「
津
巳
Φ
巾
『
O
≦
コ
與
コ
α
O
O
ヨ
O
o
目
メ
ー
ω
o
o
卜
．

（
釦
）
　
M
・
リ
プ
ス
キ
ー
著
、
田
尾
雅
夫
訳
『
行
政
サ
i
ピ
ス
の
デ
ィ

　
レ
ン
マ
ー
ス
ト
リ
ー
ト
・
レ
ベ
ル
の
官
僚
制
』
　
木
鐸
社
　
一
九
八

　
六
年
。

（
3
5
）
兼
子
仁
「
子
ど
も
の
人
権
と
教
師
の
教
育
権
」
『
日
本
教
育
法

　
学
会
年
報
』
第
一
九
号
　
一
九
九
〇
年
　
六
五
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
姓
斡
ヰ
拝
肌
鍍
稿
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鳥
取
大
学
専
任
講
師
）
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